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二
〇
二
四
年
六
月
、い
わ
ゆ
る「
第
三

次
・
担
い
手
３
法
」が
成
立
。建
設
業
法
、

入
札
契
約
適
正
化
法（
入
契
法
）、公
共

工
事
品
質
確
保
促
進
法（
品
確
法
）で

構
成
す
る
担
い
手
３
法
は
今
年
十
二
月
、

「
著
し
く
低
い
労
務
費
等
の
禁
止
」「
受

注
者
に
よ
る
原
価
割
れ
契
約
の
禁
止
」

「
工
期
ダ
ン
ピ
ン
グ
対
策
の
強
化
」な
ど

が
施
行
。こ
れ
に
よ
っ
て
第
三
次
・
担
い

手
３
法
は
完
全
施
行
と
な
る
。そ
の
な
か

で
十
二
月
に
施
行
さ
れ
る「
著
し
く
低
い

労
務
費
等
の
禁
止
」の
実
効
性
を
担
保

す
る
の
が
、中
央
建
設
業
審
議
会（
中
建

審
）の
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ（
Ｗ
Ｇ
）

で
作
成
議
論
を
進
め
中
建
審
に
勧
告
す

る
、「
労
務
費
に
関
す
る
基
準（
標
準
労

務
費
）」だ
。

　
標
準
労
務
費
は
、公
共
・
民
間
問
わ

国
が
定
め
た
最
低
賃
金
と
比
べ
れ
ば
よ

り
は
っ
き
り
と
わ
か
る
。

　
一
つ
は
建
設
業
法
改
正
に
よ
っ
て
今

回
の
取
組
み
が
、「
公
共
工
事
」だ
け
で

な
く「
民
間
工
事
」も
対
象
に
し
て
い
る

こ
と
だ
。ま
た
公
契
約
条
例
が
、自
治
体

発
注
の
公
共
工
事
や
業
務
委
託
な
ど
に

従
事
す
る
賃
金
・
報
酬
の
下
限
額
を
設

定
す
る
の
に
対
し
、今
後
導
入
さ
れ
る
標

準
労
務
費
、つ
ま
り「
適
正
な
工
事
実
施

の
た
め
に
計
上
さ
れ
る
べ
き
労
務
費
」の

水
準
は
、公
契
約
条
例
の
下
限
額
や
最

低
賃
金
よ
り
高
水
準
と
な
る
の
は
確
実
。

　
ち
な
み
に
改
正
建
設
業
法
に
基
づ
く

標
準
労
務
費
は
、十
二
月
十
二
日
の
施
行

予
定
日
ま
で
に
、▽
型
枠
▽
鉄
筋
▽
住
宅

分
野
▽
左
官
▽
電
工
▽
と
び
▽
空
調
衛

生
▽
土
工
▽
鉄
骨
▽
潜
か
ん
▽
切
断
穿

孔（
せ
ん
こ
う
）▽
橋
梁
▽
警
備
▽
造
園

―
―
の
一
四
職
種
の
基
準
値
を
国
土
交

通
省
が
公
表
す
る
。基
準
値
と
は
、労
務

費
の
具
体
値
を「
ト
ン
当
た
り
」「
平
米

当
た
り
」な
ど「
単
位
施
工
量
当
た
り
労

務
費
」の
形
で
示
す
も
の
。こ
の
基
準
値

は
、各
専
門
工
事
業
団
体
や
元
請
団
体
、

国
交
省
に
よ
る「
職
種
別
意
見
交
換
会
」

な
ど
を
経
て
国
交
省
が
決
定
す
る
。基
準

ず
建
設
工
事
の
請
負
契
約
で
、適
正
な
水

準
の
労
務
費（
賃
金
の
原
資
）を
確
保
す

る
こ
と
が
目
的
。具
体
的
に
は
、契
約
当

事
者
間
で
の
価
格
交
渉
時
に
参
照
で
き

る
、「
適
正
な
工
事
実
施
の
た
め
に
計
上

さ
れ
る
べ
き
労
務
費
」の
相
場
観
と
し
て

機
能
さ
せ
る
と
と
も
に
、連
動
し
て
行
政

が
指
導
・
監
督
を
行
う
時
の
参
考
指
標

と
し
て
も
使
う
基
準
と
な
る
。

　
五
年
ぶ
り
の
改
正
と
な
っ
た
第
三
次
・

担
い
手
３
法
最
大
の
特
徴
は
、こ
の「
標

準
労
務
費
導
入
」と
、適
正
水
準
の
労
務

費
を
国
が
定
め
る「
労
務
費
相
場
の
誘

導
」と
い
う
二
点
だ
。標
準
労
務
費
作
成

議
論
を
進
め
る
中
建
審
Ｗ
Ｇ
で
国
土
交

通
省
の
幹
部
は
、標
準
労
務
費
の
特
長

と
位
置
付
け
を「
労
務
費
の
基
準
は
処

遇
改
善
で
担
い
手
を
確
保
し
、建
設
業
を

値
作
成
へ
向
け
た
職
種
別
意
見
交
換
は

こ
れ
ま
で
に
二
五
職
種
で
実
施
、先
行
導

入
の
一
四
職
種
以
外
の
一
一
職
種
も
基

準
値
案
の
検
討
が
進
ん
で
い
る
。建
設
業

許
可
二
九
業
種
で
見
る
と
、一
八
業
種
で

基
準
値
を
作
成
あ
る
い
は
検
討
し
て
い

る
形
だ
。

　
更
に
基
準
値
公
表
に
合
わ
せ
国
交
省

は
、公
共
工
事
設
計
労
務
単
価
水
準
で

賃
金
が
支
払
わ
れ
た
場
合
の「
目
標
値
」

と
、最
低
限
支
払
う
べ
き
賃
金
水
準
の

「
標
準
値
」の
二
つ
の
水
準
を
、新
た
な

Ｃ
Ｃ
Ｕ
Ｓ
レ
ベ
ル
別
年
収
と
し
て
公
表
す

る
。

実
効
性
確
保
へ
仕
掛
け
様
々

　
適
正
な
労
務
費
の
技
能
労
働
者
へ
の

行
き
わ
た
り
に
よ
っ
て
、担
い
手
確
保
や

供
給
力
維
持
な
ど
持
続
可
能
な
建
設
業

の
実
現
を
目
指
す
、「
標
準
労
務
費
」の

実
効
性
確
保
へ
様
々
な
仕
掛
け
も
整
い

つ
つ
あ
る
。

　
入
口
の
契
約
段
階
で
は
、▽
労
務
費
に

関
す
る
基
準
を
活
用
し
た
見
積
・
契
約

を
誘
導
す
る「
運
用
方
針
」提
示
▽
基
準

値
公
表
時
に「
雇
用
に
伴
う
必
要
経
費
」

持
続
的
な
産
業
に
す
る
こ
と
が
建
設
業

界
、発
注
者
、国
民
の
利
益
に
な
る
と
い

う
考
え
に
基
づ
き
、請
負
契
約
の
原
則
に

も
踏
み
込
ん
だ
修
正
を
加
え
、商
慣
習
を

変
え
る
も
の
。労
務
費
と
い
う
必
要
経
費

に
つ
い
て
は
受
注
者
の
裁
量
に
一
定
の
制

約
を
か
け
て
必
ず
行
き
わ
た
る
よ
う
に

す
る
形
を
目
指
す
も
の
」と
説
明
。

　
標
準
労
務
費
導
入
を
こ
の
国
交
省
幹

部
が「
受
注
者
の
裁
量
に
一
定
の
制
約
」

と
説
明
し
た
の
は
、『
契
約
自
由
の
原

則
』と
い
う
民
法
の
大
原
則
が
念
頭
に

あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。契
約
自
由
の

原
則
と
は
、発
注
者
と
受
注
者
、元
請
け

と
下
請
け
、下
請
け
と
下
請
け
な
ど
、そ

れ
ぞ
れ
の
関
係
で
契
約
内
容
の
自
由
は

担
保
さ
れ
る
と
い
う
も
の
。

　
ち
な
み
に
近
年
、民
法
債
権
法
・
契
約

を
含
ん
だ
額
を
参
考
値
と
し
て
公
表
す

る
、必
要
経
費
の
取
り
扱
い
明
確
化
▽
書

き
方
ガ
イ
ド
提
示
な
ど
労
務
費
な
ど
を

内
訳
明
示
し
た
見
積
書
の
作
成
・
普
及

に
向
け
た
取
組
み
▽
Ｈ
Ｐ
掲
載
や
経
審

加
点
な
ど
の
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
を
付
与
す

る「
自
主
宣
言
制
度
」導
入
▽
建
設
Ｇ
メ

ン
に
よ
る
調
査
―
―
に
取
り
組
む
。

　
ま
た
出
口
に
当
た
る
支
払
い
段
階
で

も
、▽
目
標
値
と
標
準
値
と
い
う
二
つ
の

水
準
値
設
定
に
再
構
成
す
る「
Ｃ
Ｃ
Ｕ
Ｓ

レ
ベ
ル
別
年
収
」支
払
い
の
促
進
▽
請
負

契
約
で
労
務
費
・
賃
金
の
適
正
な
支
払

い
に
係
る
表
明
や
情
報
開
示
へ
の
合
意

に
関
す
る
条
項
、「
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
制

度
」の
標
準
請
負
契
約
約
款
へ
の
導
入
▽

技
能
者
か
ら
の
賃
金
に
係
る
情
報
提
供

制
度
で
あ
る
、「
技
能
者
通
報
制
度
」の

導
入
▽
建
設
Ｇ
メ
ン
な
ど
に
よ
る
調
査

の
結
果
、労
務
費
や
賃
金
の
支
払
い
で
悪

質
な
態
様
が
認
め
ら
れ
る
事
業
者
の
見

え
る
化
と
な
る
、「
国
土
交
通
省
に
よ
る

悪
質
業
者
の
公
表
」―
―
な
ど
を
掲
げ

た
。

　
こ
の
ほ
か
公
共
工
事
に
は
、「
労
務
費

ダ
ン
ピ
ン
グ
調
査
」と「
総
労
働
時
間
の

把
握
」と
い
う
上
乗
せ
的
な
取
組
み
も
行

法
の
改
正
で
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
た
の

が
、「
消
費
者
保
護
」の
視
点
だ
っ
た
。こ

の
視
点
を
今
回
の
改
正
建
設
業
法
・
標

準
労
務
費
作
成
で
当
て
は
め
た
の
が
、発

注
者（
注
文
者
）＝
消
費
者
と
い
う
構
図

で
導
入
し
た「
お
そ
れ
情
報
」だ
。注
文

者
に
対
し
、コ
ス
ト
ア
ッ
プ
な
ど
様
々
な

リ
ス
ク
情
報
を
事
前
に
受
注
者
が
提
示

す
る
こ
と
を
求
め
た
。

大
き
く
踏
み
出
す「
官
製
相
場
」

　
第
三
次
・
担
い
手
３
法
に
基
づ
く
標

準
労
務
費
導
入
が
異
例
の
取
組
み
で
あ

る
こ
と
は
、こ
れ
ま
で
建
設
業
界
に
警
戒

感
も
あ
っ
た
自
治
体
の
公
共
工
事
で
職

人
に
決
め
ら
れ
た
最
低
賃
金
を
支
払
う

こ
と
を
義
務
付
け
た「
公
契
約
条
例
」や

う
。こ
の
う
ち
新
た
に
導
入
す
る
労
務
費

ダ
ン
ピ
ン
グ
調
査
は
、▽
入
札
→
▽
開
札

→
▽
低
入
札
価
格
調
査
・
特
別
重
点
調

査
と
い
う
一
連
の
流
れ
で
こ
れ
ま
で
は

「
履
行
可
能
」と
し
て
契
約
し
た
ケ
ー
ス

で
も
応
札
内
訳
次
第
で
は
、新
た
に
設
置

す
る「
労
務
費
ダ
ン
ピ
ン
グ
調
査
」で
再

調
査
す
る
こ
と
に
な
る
。

　
事
実
上
の
官
製
相
場
ま
で
踏
み
込
め

た
の
は
、人
口
減
少
に
伴
う
様
々
な
弊
害

の
な
か
、建
設
業
の
持
続
可
能
性
へ
の
危

機
感
が
関
係
者
の
間
で
共
有
で
き
た
こ

と
が
大
き
な
理
由
だ
ろ
う
。

　
危
機
感
が
共
有
さ
れ
て
い
る
こ
と
を

前
提
に
、二
〇
二
四
年
十
二
月
公
表
の
国

交
省
、総
務
省
、財
務
省
に
よ
る「
入
札

契
約
の
適
正
化
の
取
組
状
況
に
関
す
る

調
査
結
果
」を
見
る
と
、都
道
府
県
、指

定
都
市
、地
方
自
治
体
合
わ
せ
た
一
、七

八
八
地
方
公
共
団
体
の
競
争
入
札
平
均

落
札
率
が
九
〇
％
未
満
は
二
〇
四
団
体

に
上
る
。生
産
性
や
歩
掛
な
ど
理
由
は

様
々
だ
ろ
う
が
、早
急
に
競
争
激
化
へ
の

対
応
を
発
注
者
、受
注
者
と
も
に
考
え
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
時
期
を
迎
え
て
い
る
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
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